
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできるまちづくりをめざし、地域の

企業や事業者と津山市が連携して、高齢者や障がい者等を地域全体で見守る仕組み「津山市

見守り協定 つやま見守ろうねット」の構築に取り組んでいます。みんなで、ほんの少しだけ

地域の人のことを気に掛ける、それが大きな見守りの輪となり日々の安心へとつながりま

す。

津山市見守り協定「つやま見守ろうねット」の流れ

地域包括支援センター

生活福祉課

②津山市役所へ連絡市

③関係支援機関へ連絡

見守り協定担当：高齢介護課

高齢者や障がい者・子ども等

協定に関する問い合わせ先

津山市環境福祉部高齢介護課

電話：32-2070

④支援
障害福祉課

こども子育て相談室

見守り協力事業者

協定を結んでいただける事業所様には、

津山市より見守りに関する研修会の情報

や、車に貼っていただけるマグネットな

どもお渡しいたします！

ご協力をよろしくお願いいたします。

①異変を発見市役所へ
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